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Ⅰコロナ関連融資制度一覧
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Ⅰ.コロナ関連融資制度一覧

現状公表されている融資関係として主要なもの

融資 新型コロナウイルス感染症特別貸付 日本政策金融公庫
（中小事業）3億円
（国民事業）6,000万円

融資 商工中金による危機対応融資 商工組合中央金庫 3億円

融資 新型コロナウイルス対策マル経融資 日本政策金融公庫
既存枠とは別枠で
1,000万円

融資
（利子）

特別利子補給制度
中小企業
金融・給付金相談窓
口

【補給対象借入の上限】
（日本公庫等）1億円
（商中）1億円

融資
セーフティネット貸付の要件緩和
（新型コロナウイルス感染症に係る特例措置）

日本政策金融公庫
（中小事業）7.2億円
（国民事業）4,800万円

融資 【業種限定】生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 日本政策金融公庫
別枠で
6,000万円

融資 【業種限定】新型コロナウイルス対策衛生改善貸付 日本政策金融公庫
既存枠とは別枠で
1,000万円

融資
（利子）

【業種限定】
特別利子補給制度

中小企業
金融・給付金相談窓
口

【補給対象借入の上限】
3,000万円

融資
【業種限定】
衛生環境激変対策特別貸付

日本政策金融公庫
既存枠とは別枠で
1,000万円
（旅館業は3,000万円）

融資 小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
中小企業基盤設備機
構

2,000万円
（ただし、契約者が納付し
た掛金の総額の7～9割の
範囲内）

融資 日本政策投資銀行・商工中金による危機対応融資
日本政策投資銀行
商工組合中央金庫

危機対応制度に定める範
囲で資金ニーズ等を踏ま
えて決定

信用
保証

信用保証協会による保証枠の拡充
（セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証）

各信用保証協会
【保証枠】
最大5.6憶円

信用
保証

信用保証付融資における保証料・利子減免 各信用保証協会
【融資上限】3,000万円
【保証料補助割合】
売上減少割合による

既存
借入

新型コロナ特例リスケジュール
中小企業
金融・給付金相談窓
口

－

既存
借入

既存借入につき、貸出等の条件となっている財務制限条項（コベナン
ツ）に事業者が抵触している場合

各金融機関 －

融資 その他、各自治体による特別貸付や利子・信用保証料の補助制度 各自治体窓口 各自治体による

項目 問い合わせ先 融資額等の上限 内容

・小規模企業共済の契約者に対して、事業資金を貸し付ける制度
・利子は無利子

利子補給はなし

一般保証枠とは別に最大5.6億円まで拡充
（セーフティネット保証5号については、対象業種を追加し、幅広い業種を対象に）

都道府県等における制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保、保証料減免の融資を拡大

①一括して既存債務の元金返済猶予要請の実施
②資金繰り計画策定支援
③資金繰りの継続サポート

上記2つの借入に係る利子につき、利子補給実施により、実質無利子化
（一定の要件を満たす必要あり）

旅館業、飲食業・喫茶店営業を営む方向けの特別貸付制度

金融庁より各金融機関への要請として、コベナンツに抵触している場合であっても、機械的・形式的には取り扱わず、以下
のように対応することを要請
①経営実態を把握し、直ちに債務償還等を要求しないこと
②コベナンツの変更や猶予に関する事業者からの相談には迅速かつ真摯に対応すること
③シンジケートローンにおいては、関係金融機関が協力して一体的に対応すること

生活衛生関係営業（旅館、飲食、理美容店など）に対する支援措置

－

・信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利を引き下げ
・担保は不要

上記3つの借入に係る利子につき、利子補給実施により、実質無利子化
（一定の要件を満たす必要あり）

通常のセーフティネット貸付の要件「売上高5％以上減少」といった数値要件にかからず、今後の影響が見込まれる事業
者も含めて融資対象にする
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Ⅱ 資金繰り支援内容一覧
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出典：経済産業省「令和2年4月 資金繰り支援内容一覧」より

Ⅱ．資金繰り支援内容一覧 （2020/4/14時点）
※4月14日以降更新なし。
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Ⅱ．資金繰り支援内容一覧
売上減少判定の「比較期間」及び「比較対象年」

参照ページ 対象 売上減少幅 売上高比較期間 比較対象年 備考

① セーフティネット5号 P13 指定738業種 5％以上減
2020年2月以降、

直近3か月
前年 要件を満たせば、保証料・金利ゼロの対象

② 新型コロナウイルス感染症特別貸付 P17

③ 商工中金等による「危機対応融資」 P18

④ 新型コロナウイルス対策マル経融資（拡充） P19 小規模事業者※

⑤ 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 P22 生活衛生関係営業

⑥ 新型コロナウイルス対策衛経（拡充） P23 生活衛生関係営業

⑦ 衛生環境激変対策特別貸付 生活衛生関係営業 10％以上減 最近1か月 前年または前々年
飲食店営業及び喫茶店営業の方への別枠

1,000万、旅館業は別枠3,000万円の融資枠あり

⑧ 危機関連保証 P14 15％以上減
最近1か月＋

その後2か月見込
前年 保証料・金利ゼロの対象

⑨ セーフティネット４号 P12 20％以上減
最近1か月＋

その後2か月見込
前年 保証料・金利ゼロの対象

⑩ セーフティネット貸付 減少幅関係なし - -
貸付の要件を緩和し、「売上高5％以上減少」の

数値要件求めず。基準金利の優遇は無し。

※ 小規模事業者要件はＰ８と同じ

5％以上減 最近1か月 前年または前々年
3年間は基準金利▲0.9％、

4年目以降基準金利

利用可能メニュー
（Ｐ6 資金繰り支援内容一覧）
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特別利子補給
制度（※１）

保証料・
利子減免

売上の減少要件 融資・利子補給上限

① セーフティネット5号 - 〇 ※２ 3,000万円（4号・5号・危機対応まとめて）

② 新型コロナウイルス感染症特別貸付 〇 - 中小事業1億円、国民事業3,000万円

③ 商工中金等による「危機対応融資」 〇 - 1億円

④ 新型コロナウイルス対策マル経融資（拡充） 〇 - 1,000万円

⑤ 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 〇 - 3,000万円

⑥ 新型コロナウイルス対策衛経（拡充） 〇 - 1,000万円

⑦ 衛生環境激変対策特別貸付 - - - -

⑧ 危機関連保証 - 〇 ※２ 3,000万円（4号・5号・危機対応まとめて）

⑨ セーフティネット４号 - 〇 ※２ 3,000万円（4号・5号・危機対応まとめて）

⑩ セーフティネット貸付 - - - -

※１ 特別利子補給制度（実質無利子）・・・利子補給上限までの借入に係る金利について、借入後3年間は利子補給を行い、実質無利子。4年目以降は基準金利

※２　信用保証付き融資における保証料・利子減免の要件

・ 小規模個人事業主（事業性のあるフリーランス含む）

・・・・・売上高等前年同月比 ▲5％以上減少　　

・ 小 ・中規模事業者（上記を除く）

・・・・・売上高等前年同月比 ▲5％以上減少　

・・・・・売上高等前年同月比 ▲15％以上減少　 →　保証料ゼロ・金利ゼロ（金利ゼロは当初3年間、4年目以降は制度融資所定金利）

利用可能メニュー
（Ｐ6 資金繰り支援内容一覧）

Ａ　個人事業主（小規模に限る）：要件なし
Ｂ　小規模事業者（法人事業者）：15％以上減少
Ｃ　中小企業者（ＡＢ以外）：20％以上減少

【小規模の要件】
製造業、建設業、運輸業、その他業種
　　　　・・・・・従業員数20名以下
卸売業、小売業、サービス業
　　　　・・・・・従業員数5名以下

→　保証料ゼロ・金利ゼロ（金利ゼロは当初3年間、4年目以降は制度融資所定金利）

→　保証料1/2

Ⅱ．資金繰り支援内容一覧
「特別利子補給制度」及び「保証料・利子減免」の要件一覧
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Ⅱ.資金繰り支援内容一覧

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

制度詳細はⅢ.

P11～P15参照

制度詳細はⅣ.

P16～P20参照

資金繰り支援内容一覧
利用可能メニュー①⑧⑨

資金繰り支援内容一覧
利用可能メニュー➁③④

実質無利子・無担保・無保証の制度
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出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、生活衛生
関係（旅館・飲食店など）の事業者の方は上記の支援策を活用可能

Ⅱ.資金繰り支援内容一覧

制度詳細は、Ⅴ.

P21～P24参照

資金繰り支援内容一覧
利用可能メニュー➄⑥⑦

生活衛生関係の事業者向け融資制度
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Ⅲ 民間金融機関による信用保証付融資
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Ⅲ.民間金融機関による信用保証付融資
（セーフティネット4号）

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策（セーフティネット4号の概要）」より

・売上高：20％以上下落
・保証割合：100％保証
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出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策（セーフティネット５号の概要）」より

Ⅲ.民間金融機関による信用保証付融資
（セーフティネット5号）

・売上高：5％以上下落
・保証割合：80％保証
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Ⅲ.民間金融機関による信用保証付融資
（危機関連保証）

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策（危機関連保証の概要）」より

・売上高：15％以上下落
・保証割合：100％保証
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Ⅲ.民間金融機関による信用保証付融資
（保証料・利子減免）

信用保証付融資について、保証料ゼロ及び3年間実質無利子となる
のは、融資金額のうち3,000万円まで。また、4年目以降は金利発生。
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Ⅳ政府系金融機関による融資
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Ⅳ.政府系金融機関による融資

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルスで影響を受ける事業者の皆様へ」より

新型コロナウィルス感染症特別貸付：日本政策金融公庫

利下げ対象となる融資額
に限度あり。

また、利下げは3年間



18© 2020 税理士法人渡邊芳樹事務所

Ⅳ.政府系金融機関による融資

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

危機対応融資：商工組合中央金庫等

利下げ対象となる

融資額に限度あり。
また、利下げは3年間
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Ⅳ.政府系金融機関による融資

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

小規模事業者の資金繰りを支援することを目的。据置期間を運転資
金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

新型コロナウィルス対策マル経融資
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Ⅳ.政府系金融機関による融資

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

上記要件を満たす場合は、借入後3年間は、補給対象上限に係る金利は、
利子補給となり実質無利子。

特別利子補給制度（実質無利子）
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Ⅴ生活衛生関係の事業者向け融資制度

生活衛生関係対象業種
・飲食店営業
・食肉販売業
・理美容業
・興業場営業（映画館、劇場、シアターなど）
・旅館業
・公衆浴場業など
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Ⅴ.生活衛生関係の事業者向け融資制度

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、生活衛生
関係の事業者の方は上記の支援策を活用可能

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
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Ⅴ.生活衛生関係の事業者向け融資制度

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な
資金を無担保・無保証人で利用できる制度

生活衛生新型コロナウイルス対策衛経融資
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Ⅴ.生活衛生関係の事業者向け融資制度

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策（セーフティネット５号の概要）」より

特別利子補給制度（実質無利子）

上記要件を満たす場合は、借入後3年間は、補給対象上限に係る金利は、
利子補給となり実質無利子。



25© 2020 税理士法人渡邊芳樹事務所

Ⅵ既存債務に係る対応等
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Ⅵ.既存債務に係る対応等

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

日本公庫等の既往債務の借り換え

・日本公庫等の既存債務を対象として借換を可能とし、実質無利子化の
対象とします。
・既存の民間金融機関からの借入を借換することはできません。
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Ⅵ.既存債務に係る対応等

出典：経済産業省「令和2年4月 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より

新型コロナ特例リスケジュール

中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた
リスケジュール計画策定支援を実施。
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Ⅵ.既存債務に係る対応等

出典：金融庁「令和2年4月7日「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策を踏まえた資金繰り支援について（要請）」より

金融機関等への配慮要請

金融庁が4月7日に民間金融機関に対して要請した事項のうち、主たるものは以下の
通りです。

１.新規融資の積極的な実施・既往債務の条件変更の迅速かつ柔軟な対応。
貸出後の据え置き期間や貸出期間等の条件変更の柔軟な対応を徹底すること。

２.財務制限条項（コベナンツ）に事業者が抵触している場合
①経営実態を把握し、直ちに債務償還等を要求することのないよう対応すること。
②コベナンツの変更・猶予に関する事業者からの相談には迅速かつ真摯に対応すること。
③特に、シンジケートローンにおいては、関係金融機関が協力して一体的に対応すること。

３.日本政策金融公庫等への資金繰り相談が急増している状況を踏まえ、
日本政策金融公庫等との連携の強化に努めること。
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